
目

次

公
安
委
員
会

○
青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqq（
警

務

課
）
…
一

○
青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
交
通
企
画
課
）
…
一

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
病

院

局

経
営
企
画
室
）
…
三

○
青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
八

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
職
員
の
定
員
配
置
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
七
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

子

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 号外第36号平成30年３月30日 金曜日

号
外
第
三
十
六
号

平
成
三
十
年

三
月
三
十
日

（
金
曜
日
）

別表
青森県警察職員定員表

区 分
本部、署名

警 視 警 部 警部補
巡 査
部 長

巡 査 小 計
一 般
職 員

合 計

県 警 察 本 部
青 森 警 察 署
青 森 南 警 察 署
外 ヶ 浜 警 察 署
大 間 警 察 署
む つ 警 察 署
野 辺 地 警 察 署
弘 前 警 察 署
鰺 ケ 沢 警 察 署
つ が る 警 察 署
五 所 川 原 警 察 署
板 柳 警 察 署
黒 石 警 察 署
八 戸 警 察 署
三 戸 警 察 署
五 戸 警 察 署
十 和 田 警 察 署
七 戸 警 察 署
三 沢 警 察 署

65
4
1
1
1
2
1
5
1
1
2
1
2
4
1
1
2
1
2

106
11
4
1
1
6
5
10
5
4
7
1
8
10
4
1
6
4
6

319
68
8
7
7
15
11
51
6
8
22
6
18
58
10
6
15
10
17

245
92
5
8
6
23
7
65
13
11
26
6
31
80
7
11
21
8
19

54
138
12
9
7
31
17
90
11
18
44
9
36
116
19
8
36
15
34

789
313
30
26
22
77
41
221
36
42
101
23
95
268
41
27
80
38
78

241
18
3
3
3
9
4
15
4
4
8
3
8
26
4
3
6
4
10

1,030
331
33
29
25
86
45
236
40
46
109
26
103
294
45
30
86
42
88

合 計 98 200 662 684 704 2,348 376 2,724



青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則
（
平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「指

定
の
除
外
を
受
け
よ
う
と
す
る
車
両

」
を
「除

外
の
指
定
を
受
け
よ
う

と
す
る
車
両

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（ ）2青 森 県 報 号外第36号平成30年３月30日 金曜日



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
十
号
の
改
正
規
定
は
平
成
三

十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
医
事
第
一
課
」
の
下
に
「
、
情
報
管
理
課
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
を
削
り
、
同
号
中
ホ
を
イ
と
し
、
ヘ
を
ロ
と
し
、
同
号
ト
を
削

り
、
同
号
中
チ
を
ハ
と
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
ロ
を
ト
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

組
織
及
び
職
務
権
限
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

職
員
の
任
免
、
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
、
懲
戒
、
研
修
及
び
そ
の
他
の
身

分
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

労
働
協
約
に
関
す
る
こ
と
。

ホ

条
例
及
び
病
院
事
業
管
理
規
程
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

ヘ

医
療
紛
争
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

情
報
管
理
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

業
務
の
Ｉ
Ｔ
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

電
子
カ
ル
テ
そ
の
他
の
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
管
理
・
改
善
、
契
約
に
関
す
る
こ

と
。

ハ

が
ん
の
診
療
情
報
に
係
る
管
理
及
び
医
療
機
関
等
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

ニ

そ
の
他
の
診
療
情
報
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
第
一
項
中
「
、
医
療
情
報
部
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
腫
瘍
放
射
線
科
」
の
下
に

「
、
形
成
・
再
建
外
科
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中
「
神
経
血
管
内
治
療
部
」
の
下
に
「
、
血
液
浄

化
療
法
部
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

血
液
浄
化
療
法
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

イ

血
液
浄
化
療
法
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
及
び
看
護
部
」
を
「
、
看
護
部
及
び
医
療
安
全
管
理
室
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
、
医
療
連
携
室
及
び
医
療
安
全
管
理
室
」
を
「
及
び
医
療
連
携
室
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
神
経
内
科
」
を
「
脳
神
経
内
科
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
四
号
を
削
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

医
療
安
全
管
理
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
療
に
係
る
安
全
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

医
療
に
係
る
安
全
の
確
保
を
目
的
と
し
た
改
善
方
策
に
関
す
る
こ
と
。

三

感
染
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
中
央
病
院
医
療
情
報
部
の
次
長
（
以
下
「
医
療
情
報
部
次
長
」
と

い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
三
十
一
条
の
三
の
見
出
し
中
「
医
療
連
携
部
次
長
等
」
を
「
医
療
連
携
部
次
長
」
に
改
め
、
同

条
中
「
又
は
医
療
情
報
部
次
長
」
を
削
る
。

別
表
第
一
中
央
病
院
の
項
中

「

を
」

（ ）3 青 森 県 報 号外第36号平成30年３月30日 金曜日

医
療
の
質
総
合

管
理
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
副
セ
ン
タ
ー
長

が
ん
診
療
セ
ン

タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
統
括
部
長
、
科
に
部
長
、
副
部
長
及
び
技
師
長



「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改

」

め
る
。

別
表
第
一
つ
く
し
が
丘
病
院
の
項
中

「

を

」

「

に
改

」

め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
（
第
十
二
条
、
第
十
六
条
関
係
）

職

名

職

務

医
療
管
理
監

県
立
病
院
に
お
け
る
政
策
医
療
の
推
進
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務

に
従
事
す
る
。

セ
ン
タ
ー
長

当
該
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。

副
セ
ン
タ
ー
長

当
該
セ
ン
タ
ー
の
セ
ン
タ
ー
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す

る
。

部
門
長

当
該
部
門
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

医
療
の
質
向
上
統
括

調
整
監

医
療
の
質
の
向
上
の
推
進
及
び
総
合
的
管
理
に
関
す
る
事
項
を
総
括

整
理
す
る
。

医
療
連
携
推
進
監

医
療
連
携
の
推
進
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

地
域
医
療
情
報
推
進

監

地
域
医
療
情
報
の
連
携
の
推
進
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事

す
る
。
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医
療
の
質
総
合

管
理
セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
副
セ
ン
タ
ー
長
、
医
療
の
質
向
上
統
括
調
整
監
、
医

療
の
質
向
上
推
進
監

が
ん
診
療
セ
ン

タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
統
括
部
長
、
科
に
部
長
、
腫
瘍
放
射
線
指
導
監
、
副

部
長
及
び
技
師
長

救
命
救
急
セ
ン

タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
部
に
部
長
及
び
副
部
長

中
央
診
療
部
門

部
門
長
、
部
に
部
長
及
び
次
長
、
病
理
指
導
監
、
臨
床
検
査
・
輸
血

指
導
監
、
薬
剤
指
導
監
、
医
療
の
質
向
上
推
進
監
、
統
括
臨
床
検
査

技
師
長
、
部
長
代
行
、
副
部
長
、
技
師
長
及
び
副
技
師
長

救
命
救
急
セ
ン

タ
ー

セ
ン
タ
ー
長
、
部
に
部
長
、
災
害
医
療
管
理
監
及
び
副
部
長

中
央
診
療
部
門

部
門
長
、
部
に
部
長
及
び
次
長
、
病
理
指
導
監
、
臨
床
検
査
・
輸
血

指
導
監
、
薬
剤
指
導
監
、
統
括
臨
床
検
査
技
師
長
、
部
長
代
行
、
副

部
長
、
技
師
長
及
び
副
技
師
長

医
療
連
携
部

部
長
、
次
長

医
療
情
報
部

部
長
、
次
長

医
療
安
全
管
理

室

室
長
、
次
長

医
療
連
携
部

部
長
、
次
長
、
地
域
医
療
連
携
企
画
官

医
療
安
全
管
理

室

室
長
、
次
長
、
医
療
安
全
推
進
官

医
療
管
理
監
、
医
学
物
理
指
導
監
、
地
域
医
療
情
報
推
進
監

医
療
管
理
監
、
医
学
物
理
指
導
監
、
地
域
医
療
情
報
推
進
監
、
医
療
連
携
推
進
監

看
護
部

部
長
、
次
長
、
看
護
師
長
、
看
護
専
門
官

看
護
部

部
長
、
次
長
、
看
護
師
長
、
看
護
専
門
官

医
療
安
全
管
理

室

室
長
、
次
長



統
括
部
長

医
療
業
務
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

部
長

当
該
科
、
部
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指

揮
監
督
す
る
。

副
部
長

当
該
科
、
部
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
の
部
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理

す
る
。

部
（
看
護
部
を
除

く
。
）
の
次
長

当
該
部
の
部
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
。

部
長
代
行

当
該
部
の
部
長
の
事
務
を
代
行
す
る
。

技
師
長

当
該
科
又
は
部
の
部
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
と
と
も

に
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

副
技
師
長

当
該
科
又
は
部
の
技
師
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
。

室
長

当
該
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

副
室
長

当
該
室
の
長
の
補
助
的
事
務
に
従
事
し
、
当
該
室
の
事
務
を
整
理
す

る
。

室
の
次
長

当
該
室
の
室
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
。

課
長

当
該
課
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

副
課
長

当
該
課
の
長
の
補
助
的
事
務
に
従
事
し
、
当
該
課
の
事
務
を
整
理
す

る
。

災
害
医
療
管
理
監

災
害
医
療
の
連
携
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

病
理
指
導
監

病
理
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

臨
床
検
査
・
輸
血
指

導
監

臨
床
検
査
及
び
輸
血
技
術
の
指
導
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に

従
事
す
る
。

薬
剤
指
導
監

薬
剤
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

医
療
の
質
向
上
推
進

監

医
療
の
質
の
向
上
の
推
進
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す

る
。

統
括
臨
床
検
査
技
師

長

臨
床
検
査
技
師
が
所
属
す
る
科
又
は
部
の
部
長
を
補
佐
し
、
所
属
の

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

腫
瘍
放
射
線
指
導
監

腫
瘍
放
射
線
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す

る
。

地
域
医
療
連
携
企
画

官

地
域
医
療
の
連
携
に
関
す
る
企
画
立
案
及
び
調
整
の
事
務
に
従
事
す

る
。

医
療
安
全
推
進
官

医
療
安
全
の
推
進
に
関
す
る
指
導
及
び
調
整
の
事
務
に
従
事
す
る
。

看
護
部
の
次
長

看
護
部
の
部
長
を
補
佐
し
、
看
護
部
の
事
務
を
整
理
す
る
と
と
も

に
、
担
当
す
る
看
護
班
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監

督
す
る
。

看
護
指
導
監

看
護
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

看
護
企
画
監

看
護
業
務
に
関
す
る
企
画
立
案
及
び
調
整
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た

事
務
に
従
事
す
る
。

上
席
看
護
専
門
官

特
定
の
看
護
分
野
に
お
い
て
、
特
に
熟
練
し
た
看
護
技
術
を
用
い

て
、
看
護
職
に
対
す
る
指
導
及
び
相
談
の
事
務
に
従
事
す
る
。

看
護
専
門
官

特
定
の
看
護
分
野
に
お
い
て
、
熟
練
し
た
看
護
技
術
を
用
い
て
、
看

護
職
に
対
す
る
指
導
及
び
相
談
の
事
務
に
従
事
す
る
。

看
護
師
長

看
護
部
の
当
該
班
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。

副
看
護
師
長

当
該
班
の
看
護
師
長
を
補
佐
し
、
そ
の
事
務
を
整
理
す
る
。

医
学
物
理
指
導
監

医
学
物
理
技
術
の
指
導
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

別
表
第
四
運
営
部
長
の
項
の
第
二
号
イ
中
「
及
び
医
療
情
報
部
次
長
」
を
削
り
、
同
表
庶
務
担
当

課
長
の
項
の
第
二
号
中
「
及
び
医
療
情
報
部
」
を
削
り
、
同
表
医
療
情
報
部
次
長
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭
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青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

病
院
局
医
療
職
給
料
表
㈣

第
九
条
中
「
及
び
待
機
呼
出
手
当
」
を
「
、
待
機
呼
出
手
当
及
び
教
務
手
当
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
教
務
手
当
）

第
十
七
条

教
務
手
当
は
、
職
員
が
管
理
者
が
指
定
す
る
学
校
（
教
育
基
本
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
を
い
う
。
）
に
お
い
て
講
師
と
し
て
授
業
等
に
従
事

し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

２

教
務
手
当
の
額
は
、
勤
務
一
回
に
つ
き
当
該
学
校
と
協
議
し
て
定
め
る
一
回
当
た
り
の
負
担
金

の
額
と
す
る
。

第
十
九
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

第
十
九
条

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
支
給
す
る
。

一

別
表
第
五
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員
が
、
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
臨
時
又
は
緊

急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
又
は
休
日
等
（
以
下
「
週
休
日
等
」

と
い
う
。
）
に
勤
務
し
た
と
き
。

二

別
表
第
五
の
イ
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員
が
、
救
急
患
者
又
は
入
院
患
者
の
病
状
の
急
変

等
に
よ
る
当
該
患
者
の
診
療
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
等
に
勤
務
し
た
と
き
。

三

別
表
第
五
に
掲
げ
る
職
を
占
め
る
職
員
が
、
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必

要
に
よ
り
週
休
日
等
以
外
の
日
の
午
前
零
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
っ
て
正
規
の
勤
務

時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
し
た
と
き
。

２

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
額
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
あ
っ
て
は
そ
の
額
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、

そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
と
す

る
。
た
だ
し
、
勤
務
に
従
事
し
た
時
間
が
六
時
間
を
超
え
る
場
合
等
は
、
そ
の
額
に
百
分
の
百
五

十
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

同
号
の
勤
務
一
回
に
つ
き
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額

ア

二
類

一
万
二
千
円

イ

三
類

一
万
千
円

ウ

四
類

一
万
円

エ

五
類

九
千
円

オ

六
類

八
千
五
百
円

カ

七
類

七
千
五
百
円

キ

九
類

六
千
円

二

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合

同
号
の
勤
務
一
回
に
つ
き
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額

ア

二
類

一
万
四
千
四
百
円

イ

三
類

一
万
三
千
二
百
円

ウ

四
類

一
万
二
千
円

エ

五
類

一
万
八
百
円

オ

六
類

一
万
二
百
円

カ

七
類

九
千
円

キ

九
類

七
千
二
百
円

三

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合

同
号
の
勤
務
一
回
に
つ
き
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額

ア

二
類

六
千
円

イ

三
類

五
千
五
百
円

ウ

四
類

五
千
円

エ

五
類

四
千
五
百
円

オ

六
類

四
千
三
百
円

カ

七
類

三
千
八
百
円

キ

九
類

三
千
円

３

任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八
十
八
号
。
以

下
「
任
期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ

た
職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
一
回
に
つ
き

次
に
掲
げ
る
当
該
職
員
が
受
け
る
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
一
項
の
給
料
表
の
号
給
又
は
給
料

月
額
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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一

六
号
給
及
び
七
号
給
並
び
に
任
期
付
職
員
条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額

一
万
二
千
円

二

五
号
給

一
万
円

三

二
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で

八
千
五
百
円

四

一
号
給

七
千
円

第
二
十
条
中
「
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
八

十
八
号
）
」
を
「
任
期
付
職
員
条
例
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
病
院
局
行
政
職
給
料
表
の
項
中
「
病
院
局
医
療
職
給
料
表
㈢
」
の
下
に
「
、
病
院
局
医

療
職
給
料
表
㈣
」
を
加
え
、
病
院
局
医
療
職
給
料
表
㈢
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

病
院
局
医
療
職
給
料
表
㈣

行
政
職
給
料
表

病
院
に
勤
務
し
、
臨
床
心
理
士
、
精
神

保
健
福
祉
士
、
社
会
福
祉
士
等
と
し
て

の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

別
表
第
二
の
オ
の
表
を
同
表
の
カ
の
表
と
し
、
同
表
の
エ
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

オ

病
院
局
医
療
職
給
料
表
㈣
級
別
基
準
職
務
表

職
務
の
級

基
準
と
な
る
職
務

一
級

技
師
の
業
務

二
級

高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
を
行
う
技
師
の
職
務

三
級

主
査
の
職
務

四
級

主
幹
の
職
務

五
級

総
括
主
幹
の
職
務

六
級

高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
業
務
を
行
う
職
務

七
級

極
め
て
高
度
の
知
識
経
験
に
基
づ
き
困
難
な
業
務
を
行
う
職
務

別
表
第
三
の
ア
の
表
を
削
り
、
同
表
の
イ
の
表
を
同
表
の
ア
の
表
と
し
、
同
表
の
ウ
の
表
を
同
表

の
イ
の
表
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

ウ

病
院
局
医
療
職
給
料
表
㈣
初
任
給
基
準
表

職
種

学
歴
免
許
等

初
任
給

臨
床
心
理
士

大
学
卒

一
級
二
五
号
給

精
神
保
健
福
祉
士

社
会
福
祉
士

別
表
第
四
の
ア
の
表
を
削
り
、
同
表
の
イ
の
表
を
同
表
の
ア
の
表
と
し
、
同
表
の
ウ
の
表
を
同
表

の
イ
の
表
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

ウ

病
院
局
医
療
職
給
料
表
㈣
在
級
期
間
表

職
種

職
務
の
級

二
級

三
級

四
級

五
級

六
級

七
級

臨
床
心
理
士

精
神
保
健
福
祉
士

社
会
福
祉
士

三

四

四

二

二

三

別
表
第
五
の
病
院
局
医
療
職
給
料
表
㈠
以
外
の
給
料
表
が
適
用
さ
れ
る
職
員
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

別
表
第
五
の
病
院
局
医
療
職
給
料
表
㈠
が
適
用
さ
れ
る
職
員
の
表
中

「

を
」

（ ）7 青 森 県 報 号外第36号平成30年３月30日 金曜日

管
理
課
長

管
理
課
長

情
報
管
理
課
長

中
央
病
院
統
括
臨
床
検
査
技
師
長

中
央
病
院
統
括
臨
床
検
査
技
師
長

中
央
病
院
腫
瘍
放
射
線
指
導
監

中
央
病
院
の
副
セ
ン
タ
ー
長
及
び
統
括
部
長
並
び
に
科
、
部
及
び

ユ
ニ
ッ
ト
の
長
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
病
院
事
業
管

理
者
が
特
に
認
め
る
者
（
区
分
五
類
の
者
を
除
く
。
）

つ
く
し
が
丘
病
院
の
副
院
長
、
診
療
部
長
及
び
科
の
長

六
類



「

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号

青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
事
業
財
務
規
程
（
平
成
二
十
六
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
運
営
部
長
、
経
理
課
長
、
つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
長
」
を
「
経
理
課
長
」

に
、
「
薬
剤
部
長
」
を
「
薬
剤
部
副
部
長
」
に
、
「
診
療
部
長
」
を
「
診
療
科
部
長
」
に
、
「
薬
事

担
当
部
長
」
を
「
薬
事
担
当
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
運
営
部
長
、
経
理
課
長
、
つ
く
し
が
丘

病
院
運
営
室
長
」
を
「
経
理
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
薬
事
担
当
部
長
」
を
「
薬
事
担

当
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
（
経
理
課
長
及
び
庶
務
・
管
理
課
長
で
あ
る
企
業
出
納
員
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

削
除

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

中
央
病
院
の
副
セ
ン
タ
ー
長
及
び
統
括
部
長
並
び
に
科
、
部
及
び

ユ
ニ
ッ
ト
の
長
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
病
院
事
業
管

理
者
が
特
に
認
め
る
者
（
区
分
五
類
の
者
を
除
く
。
）

つ
く
し
が
丘
病
院
の
副
院
長
、
診
療
部
長
及
び
科
の
長

六
類

中
央
病
院
総
括
副
参
事

七
類


